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■前回ＷＧで課題とされた事項への対応
あらゆる機会を活用した働きかけ等を通じて、36協定締結の徹底、課題分析や普及活
動を通じたテレワークの推進等の働き方改革を一層推進する。

１．働き方改革への取組に対する相談・支援の継続
• 労働基準監督署・働き方改革推進支援センター・よろず支援拠点において、
窓口相談やセミナー等を実施。

• 働き方改革推進支援助成金や生産性革命推進事業（IT導入補助金等）を活用
した労働時間の短縮や生産性向上などの支援を実施。

２．36協定未届出事業場に対する持続的な働きかけ、５年間の集中的な取組
• 未届出事業場のうち、約20万事業場に対して自己点検シートを送付。締結・
届出を促す（速やかに実施）とともに、要届出事業場を把握し、その全数に届出
様式を送付し、労基署への届出勧奨。

• 労働保険の適用事業場（約200万事業場）に対し、周知用リーフレットを一斉
に送付（令和２年12月）。

３．テレワークに関する実態把握と普及啓発
• 現在、企業向け・従業員向けのアンケートを実施中。業態や規模、労務管理
の状況等を踏まえた課題を分析した上で、推進に向けた取組を実施していく。
相談センターによる企業等への相談支援やテレワークガイドラインの周知啓
発、先進企業の表彰等による気運の醸成も引き続き実施。 1





 よろず支援拠点による相談・支援（参考３）
・人手不足対応アドバイザー等を増員し、支援体制を強化。
・生産性が低い業種やものづくり企業への支援を行うため、ノウハウを有する専門家人材を確保。

＜相談･支援の実施状況＞

今年度、働き方改革への対応に向けた企業向けのセミナーを1,037回実施（８月２０日時点）

 働き方改革推進支援助成金による支援（参考４）
・「時間外労働等改善助成金」を「働き方改革推進支援助成金」に改称し、助成内容を拡充（※）。
※労働時間の縮減や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備を行う事業主を支援するための「労働時間短縮・年休促進支援
コース」の新設など。

＜支援の実施状況＞
令和２年度（7月末時点）： 608件（※１）【令和元年度（7月末時点）： 48件（※２）】
※１は、働き方改革推進支援助成金の「労働時間短縮・年休促進支援コース」の申請件数。労働時間短縮・年休促進支援コースは、以下「※２」の
２コースを統合・整理し、新たに賃金加算制度を設けたコースとなっている。

※２は、時間外労働等改善助成金の「時間外労働上限設定コース」及び「職場意識改善コース」の申請件数。

 生産性革命推進事業による支援（参考５）
・複数年にわたって中小企業の生産性向上を継続的に支援し、設備投資、IT導入、販路開拓等の支援を
一体的かつ機動的に実施。
＜支援の実施状況＞

上記事業による採択件数（７月末時点）
持続化補助金 32,644件、 ものづくり補助金 4,696件、 IT導入補助金 7,098件
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参 考
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働き方改革推進支援助成金（時間外労働等改善助成金より改称）
令和２年度予算額(１･２次補正予算額含む） 7,968,242 （6,261,208）千円

コース名 助成概要 支給要件 助成率 助成上限額 助成対象 賃金加算

労働時間短縮・
年休促進支援
コース（新規）

予算額
2,614,338千円

(2,151,960 千円)

労働時間の短縮
や、年次有給休
暇の取得促進に
向けた環境整備
に取組む中小企
業事業主に助成

助成対象の取組を行い、
以下の何れかの目標を１
つ以上実施
①36協定の月の時間外
労働時間数の縮減

②所定休日の増加
③特別休暇の整備
④時間単位の年休の整備

費用の
３/４
を助成
事業規模30名
以下かつ労働
能率の増進に
資する設備・
機器等の経費
が30万円を超
える場合は、
4/5を助成

成果目標の達成状況に基づき、
①～④の助成上限額を算出

合計は250万円
①月80時間超の協定の場合に
月60時間以下に設定：100万円

※月60時間超80時間以下の設定に留まった
場合：50万円

※月60時間超80時間以下の協定の場合に、
月60時間以下に設定：50万円
②所定休日３日以上増加：50万円
※所定休日１～２日以上の増加の場合25万円
③50万円
④50万円

労働時間短縮や生産
性向上に向けた取組
①就業規則の作成・
変更

②労務管理担当者・
労働者への研修

（業務研修を含む）
③外部専門家による
コンサルティング

④労務管理用機器等
の導入・更新

⑤労働能率の増進に
資する設備・機器
の導入・更新

⑥人材確保に向けた
取組等

賃金を３％
以上引き上
げた場合、
その労働者
数に応じて
助成金の上
限額を更に
15万円～最
大150万円
加算

【５％以上
の場合は、
24万円～最
大240万円
加算】勤務間インターバ

ル導入コース

予算額
2,143,398千円

(1,104,767千円)

勤務間インター
バルを導入する
中小企業事業主
に対し助成

助成対象の取組を行い、
新規に９時間以上の勤務
間インターバル制度を導
入すること

勤務間インターバル時間数に応じて
・９時間以上11時間未満

：80万円
・11時間以上：100万円

職場意識改善
特例コース
１次補正予算額

315,000千円
２次補正予算額

361,200千円

新型コロナウィ
ルス感染症対策
として休暇の取
得促進に向けた
環境整備に取り
組む中小企業事
業主に助成

事業実施期間中（令和２
年２月17日～９月30
日）に新型コロナウィル
スの対応として労働者が
利用できる特別休暇の規
定を整備すること

上限額：50万円 ①就業規則等の作成
・変更

②労務管理用機器等
の購入・更新等

なし

団体推進コース

予算額
2,534,306千円

(3,004,481千円)

傘下企業の生産
性の向上に向け
た取組を行う事
業主団体に対し
助成

事業主団体が助成対象の
取組を行い、傘下企業の
うち１/2以上の企業につ
いて、その取組又は取組
結果を活用すること

定額 上限額：500万円

複数地域で構成する事業主団体
（傘下企業数が10社以上）の場合は
上限額：1,000万円

①市場調査
②新ビジネスモデル
の開発、実験

③好事例の周知、
普及啓発

④セミナーの開催
⑤巡回指導、相談
窓口の設置 等

なし

（参考４）
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（参考５）中小企業生産性革命推進事業～事業概要～

①補助事業の一体的かつ機動的な運用

②先進事例や支援策の周知・広報
上記以外の支援策も含め、生産性向上に関する中小企業の先進事例を収集し、HP等で広く情報発信

③相談対応・ハンズオン支援
制度対応に係る相談に応じ、事業計画の策定段階から、国内外の事業拡大等にかかる専門家支援やIT化促進支援を提供

• 中小企業は、人材不足等の構造変化に加え、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、
インボイス導入など複数年度にわたり相次ぐ制度変更への対応が必要。

• このため、中小機構基盤整備機構が複数年にわたって中小企業の生産性向上を継続的に支援
する「生産性革命推進事業」を創設し、設備投資、IT導入、販路開拓等の支援を一体的かつ
機動的に実施。

支援内容

通年で公募し、複数の締め切りを設けることで、十分な準備の上、
都合の良いタイミングで申請・事業実施することが可能になります。
また、当該事業を通じて、賃上げにも取り組んでいただきます。積
極的な賃上げや被用者保険の任意適用に取り組む事業者は優
先的に支援します。

補助上限額・補助率
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【特別枠の申請要件】
補助経費の1/6以上が、以下のいずれかに合致する取組であること

■類型A：サプライチェーンの毀損への対応
■類型B：非対面型ビジネスモデルへの転換
■類型C：テレワーク環境の整備

中小企業の事業再開を強力に後押しすべく、
持続化補助金、ものづくり補助金において、
業種別の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに沿った
取組への支援を拡充した「事業再開枠」を設定しています。


